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２０２5年１１月5日
国土交通省　物流・自動車局長　石原大様
ユニバーサルデザインタクシー車いす乗車拒否改善のお願い
特定非営利活動法人DPI日本会議 議長　平野みどり

障害者・高齢者等の移動の円滑化にご尽力いただきありがとうございます。
DPI日本会議では、２０２５年１０月２４日（金）を中心に「全国一斉行動！ＵＤタクシー乗車運動」を実施しました。全国１６都府県で、延べ６９名が車いすでUDタクシーへの乗車を行い、データを収集しました。２０１９年、２０２３年、2024年に実施した調査と比較すると、主なポイントは以下の通りです。
1 乗車拒否は減少　27%(2019)➡35%(2023)➡31%(2024) ➡22%(2025)
電動車いす　　　25%(2019)➡42%(2023)➡29%(2024) ➡13%(2025)
2 東京は乗車拒否が横ばい　21%(2019) ➡ 17%(2023)➡8%(2024) ➡8%(2025)
3 東京以外は乗車拒否が減少　29%(2019) ➡ 41%(2023)➡44%(2024) ➡30%(2025)
4 研修を受けていない運転手が増加　2.6%(2019)➡14.3%(2023)➡1.9%(2024) ➡4%(2025)
5 アプリ配車の拒否が増加　36%(2023)➡11%(2024) ➡20%(2025)

昨年に比べて乗車拒否は９ポイント減少しましたが、２２％と高い水準です。東京での乗車拒否は８％と昨年と同じでしたが、東京以外の地域では３０％と高い状態です。
これまで国土交通省におかれては、乗車拒否をなくすために事務連絡を発出するなど積極的に対応をしてくださいました。今回の結果を踏まえ、改めて以下取り組んでいただけますようお願い申し上げます。
とりわけ以下1から５に関しては、改めて事務連絡の発出をお願いいたします。

要望事項

1． 乗車拒否の徹底
事業者と運転手に対して、障害を理由とした乗車拒否や配車の制限を行わないように徹底してください。とりわけ、東京都以外の地域の事業者に対し、これまで以上の強い働きかけをお願いします。
また、電動車いすはUDタクシーに乗車出来ないという偏見が依然として広まっています。電動車いすであることを理由に乗車拒否を行わないように、事業者と運転手に徹底してください。

2． 運転手の研修
全てのUDタクシーの運転手が、車いす乗車の研修を繰り返し受けるように、事業者に働きかけてください。
1 事業者ごとに定期的な研修をお願いします
乗車拒否は減っているのですが、車いすの乗降方法を覚えている運転手はほとんどおりませんでした。最初に一度だけ研修を受けた運転手がほとんどで、その後は研修をしていないので忘れてしまったということでした。ジャパンタクシーの車いす乗降方法は作業手順が多く、どうしても忘れてしまうため、定期的な研修が不可欠です。是非とも、定期的な研修を事業者ごとに実施するように働きかけをお願いします。
2 実車を使った研修
東京タクシーセンターや、事業者で車いす乗降の研修を実施しているようです。以前は参加した運転手一人一人が車いす乗降の実技を行っていたそうですが、現在は講師が手本を見せて、運転手は見ているだけで実技はないようです。これでは研修として不十分です。一人一人が実車を使って乗降研修を行うことが不可欠です。是非とも、改善を働きかけていただけますようにお願いします。

3． 全国でUDタクシーを指定した配車
全国各地で、UDタクシーを指定した予約や配車、アプリでのUDタクシーの指定が出来るように、事業者に働きかけてください。

4． 車いす乗車を妨げる備品を設置しない
　コロナ禍では飛沫防止シートが設置され、これが外せないことを理由に乗車を拒否されることがありました。また、最近では助手席のヘッドレスト裏にモニターを設置したために、助手席が折り畳めない車両もあります。車内の備品の設置は、UDタクシーとしての機能を阻害することがないようにしてください。

5． UDタクシーのステッカーを貼っていない車両
　地方ではトヨタのジャパンタクシーなのに、UDタクシーのステッカーを貼っていな車両があるようです。この車両はUDではないと言い、車いすの乗車を拒否する事例がありました。

　以上の５点については、改めて事務連絡の発出をお願いします。

6． 新たな車両の開発
運転手の負担が少ないように車いす乗降が簡素で、大きな車いすも乗車できる新たなUDタクシー車両の開発を、障害当事者の意見反映の上で開発するように、メーカーへ働きかけをお願いします。
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